
行政書士が、無料で相談に応じます。
相談には事前の予約が必要です。

◆相談内容
・相続、遺言
・成年後見
・会社設立
・土地利用、農地転用
・契約書などの作成　など

◆と　き／６月27日（火）10：00～12：00
◆ところ／岸本公民館
◆相談員／行政書士
◆予約締切／６月26日（月）正午
　　　　　　※電話でお申込みください

鳥取県行政書士会事務局　 0857-24-2744

行政書士無料相談

予約・問い合わせ先

日曜労働相談会
弁護士、社労士などが、労働問題全般に関する相談に応

じます。
相談には事前の予約が必要です。

◆相談内容
・解雇、雇止め
・賃金未払い
・労働時間
・有給休暇
・パワーハラスメント　など

◆と　き／６月25日（日）10：00～15：00
◆ところ／国際ファミリープラザ
◆相談員／弁護士、社労士など
◆予約締切／６月21日（水）17：15まで
　　　　　　※電話でお申込みください

労使ネットとっとり（県労働委員会）
0120-77-6010

予約・問い合わせ先

事業主のみなさんへ
労働保険の年度更新手続きのお願い
令和５年度の労働保険の年度更新手続きの時期になりま

した。事業主のみなさんは、申告・納付の手続きをお願い
します。
◆手続期間：６月１日（木）～７月10日（月）
◆申告書の受付場所

・米子コンベンションセンター
・日野町山村開発センター　・鳥取労働局
・労働基準監督署　　　　 ・金融機関、郵便局　など

鳥取労働局労働保険徴収室　 0857-29-1702

【注意】
令和４年度の雇用保険料率が年度中途に

変更になったことに伴い、申告書の様式や
計算方法が例年と異なります。詳しくは厚
生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ▲　　

年度更新集合受付も行なっています。日
時など詳しくは鳥取労働局ホームページを
ご確認ください。

　　　　　　　　鳥取労働局ホームページ▲　　

依存症 家族教室・専門相談の開催
依存症に関する正しい知識を得て、本人やその家族がゆ

とりをもって自分らしく暮らしていくことを目指して、家
族教室・専門相談を行っています。

家族のお酒の飲み方やギャンブルの仕方が気になる・
困っているなど、悩んでいたら、ひとりで悩まず、医師や
精神保健福祉士と一緒に考えていきましょう。
◆家族教室

・対象者： 本人の飲酒、ギャンブル、薬物、ネットなど
に悩む家族

・と　き： ６月２日（金）、８月４日（金）、
10月６日（金）、12月１日（金）、
２月２日（金）
13：30～15：00

・ところ：米子保健所　別館１階中会議室
・申　込：事前申込不要

◆専門相談
・対象者： 飲酒、ギャンブル、薬物、ネットなどに悩む

本人、家族、支援者など
・と　き： ６月２日（金）、８月４日（金）、

10月６日（金）、12月１日（金）、
２月２日（金）
15：00～16：00（１人30分）

・ところ：米子保健所　別館１階小会議室
・申　込：２日前までにお申込みください

担当医師や教室の講義内容など詳しくは、
町ホームページをご覧ください。

西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課
0859-31-9310

申込み・問い合わせ先

問い合わせ先

山菜採りなどで誤って有毒な野草を採
り、食べたことによる食中毒が発生して
います。有毒植物を食べたことで起こっ
た食中毒により、死者も発生しています。

食中毒を起こさないために、以下のこ
とに注意しましょう。

食用であると判断できない植物は食用であると判断できない植物は
　　　絶対に　・採らない！　　・食べない！
　　　　　　　・売らない！　　・人にあげない！

野草を食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を
受けましょう。

また、見分けに迷ったら、食べないでください。

鳥取県 生活環境部 暮らしの安心局
0857-26-7211

有毒植物にご注意を

問い合わせ先

▲
詳しくはこちら

（町ホームページ）
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